
鯨
纏鱗 「

論

叢

㎜
二
重
枕
輪

栽

か
困
民
所
得

の
地
方
別
研
究

マ
ル
ク
ス
氏
餓
剰
偵
値

説

の
評
論

=
小

作
制

と
小
作
法

・

時

外
岡

華
府

省
議

に
於
け

ろ
支
那
關

税
問
題

我
邦

の
瞥
葉

枕
を
論
ず

・

勢

働
保
険

に
關
す

る

一
考
察

・

読

苑

地
學
観
肚
會

學

説

に
就
き

て

・

雑

録

　.

猫

逸

の
同

盟

罷

業

保

険

・

安
倍
懇
雇

物
史
観
と
鯨
剰
債
鎮

　

竹
内
法
學
士
課
「富
国
論
一

「

法
華
博
士

渋

墨

十

注
學
博
士

注
學
博
士

法
學
博
士

没
學
博
士

藩
蒔
止

渋
墨
構
士

縄
濟
學
士

注

學

土

法
華
博
士

小

川

郷

太

郎

汐

見

三

郎

田

島

錦

治

河

田

嗣

郎

末

廣

重

雄

聯

戸

正

雄

山

本

美

越

乃

財

部

静

治

岡

崎

丈

短

水

谷

長

三

郎

河

土

肇

一

」

.

」闇一}..



我

邦

の
管

業

税

を

論

ず

神

戸

正

雄

緒

言

楼
業
枇
.は
多
年
、
當
業
者
よ
り
し
て
は
思
視
呼
ば
b
を
せ
ら
れ
來

っ
て
居

る
。
最
近
海
軍
縮
少
に
体
力
国
庫

に

　

醗
裕
を
生
ぜ
ん
ご
す
る
や
、
営
業
者
は
好
機
逸
す

べ
か
ら
す
ε
し
て
又
復
た
聲
を
大
に
し
て
之
が
膜
止
を
唱
.
へ
.て

居
る
。
慾
に
抜
目
な
く
、
廣
告
宣
傳
に
長
辺
π
る
瞥
業
者
の
所
爲
こ
し
て
は
左
も
あ
る
べ
き
こ
一し
で
あ
る
が
、
螢

業
税
果
し
て
彼
等

の
い
ふ
如
く
悪
税
な
り
ゃ
否
や
。
財
経
調
査
會
案
に
て
も
鞍
業
挽
を
屡
し
て
代
ふ
る
に
財
産
視

を
以
て
す
る
の
希
望
が
出
て
居

る
所

よ
り
し
て
、
管
業
枕
は
悪
税
な
る
が
故
に
斯
く
な

っ
た
や
う
に
も
見
ゆ
る
。

畳
業
者
は
之
を
も
其
意
味

に
吹
聰
し
て
居
る
。
け
れ
こ
も
果
し

て
財
輕
調
査
會
案

の
趣
旨
が
真
庭

に
あ
る
の
で
あ

ら
う

か
。
私
は
む
し
ろ
左
様
に
は
解
し
て
居
ら
鳳
。
讐
業
挽
ε
財
産
税
ε
を
比
較
し
て
孰
れ
を
探
る
か
ε
い
ふ
こ

ン

ε
に
は
意
義
が
あ
る
.
其

に
於
て
瞥
業
視
が
劣
る
こ
い
ふ
こ
ε
は
あ
る
が
、
併
し
其
は
管
渠
椥
を
以
て
悪
税
に
し

て
存
立
の
値
な
し
ε
ま
で
斥
け
π
も
の
で
は
な

い
。
若
も
瞥
業
者
の
如
く
に
螢
業
挽
を
悪
税
呼
ば
り
し
て
康
止
を

士
出
張
す
る
な
ら
ば
、
農
業
者
は
地
租
の
塵
止
を
唱

へ
、
俸
給
者

は
所
…得
船
側
の
塵
止
を
叫
び
、
勢
働
者
は
溝
費
脱
塵

止
を
訴

へ
な
け
れ
ば
な
ら
訟
こ
ε

、
な

っ
て
、際
限
が
な
く
な
る
。
當
業
者
の
反
野
に
も
萬
更
ら
無
理
で
な

い
黙
も

時
.
論

我
郵
φ
瞥
業
税
海
船
す

第
+
四
巻

(第
四
號

九
七
)
田
六
入
江

'

■



時

論

我
邦
の
螢
業
税
な
論
ヂ

第
十
四
巻

(第
四
號

九
八
}

六
九
Q

め
る
ご
は
認

め
る
が
、
彼
等
の
い
ふ
程
ひ
ご

い
も
の
ε
は
考

へ
ら
れ
な
い
。
孰
れ
に
し
て
も
此
視
の
真
相
を
明
か

に
す
る
こ
ε
は
刻
下
切
要
な
る
こ
ご
を
信
ず

る
に
依
り
敢
て
此

一
文
を
作
る
。

第

一
段

我

邦

聲
業

税

の
事

情

其

一

我
邦
瞥
業
視

の
獲
連

載
邦
の
麟
業
視
は
實

に
明
治

二
十
九
年
の
成
立
に
係
る
。
是
よ
b
先
き
此
視
は
地
方
税

こ
し
て
相
當
の
獲
達
を

遂
げ
て
居
た
が
、
二
十
ゼ
八
年
の
日
清
戦
役
費
及
戦
後
経
壁
費

に
充
賞
す

る
口
的
に
て
、
好
箇

の

一
財
源

ε
し
て

国
税
ε
せ
ら

る
』
こ
ε
」
な

っ
た
。
尤
も
爾
來
地
方
ε
し
て
は
此
國
視
た
る
螢
業
税
に
勤
す
る
附
加
税
ε
、
回
視

を
納
め
ざ
る
大
鵬
小
な
る
讐
業
者
に
課
せ
ら

る
、
所
の
特
別
な
る
糖
葉
税
ε
を
有

っ
こ
ご
、
な

っ
た
。
而
し
て
此

管
業
税
は
其
後
数
次
の
改
正
を
経
た
が
、
今

一
々
説
か
す

ご
し
て
、
其
牧
人
は
最
近
大
正
九
年
度

に
は

(
當
初
決

定
額

に
て
)
六
千
四
百
五
十
八
萬

一
.千
二
百
七
十
五
圓
に
⊥
ぼ

っ
て
居

る
。
そ
し
て
其
中
で
も
物
品
販
萱
業
者
の

分
が
最
重
き
を
成
じ
約
半
分
を
占
め
、
製
造
業
銀
行
業
が
之
に
次
ぎ
此
二
業
に
て
四
分

一
を
占
め
、
其
他
の
諸
雑

業
に
て
残
の
四
字
分
を
占

め
て
居
る
。
左
の
如
く
で
あ
る
。

牧
人
釜
殖

全
馨
業
猛
攻
額
百
中
の
地
位

ラσ
物
品
販
齎
業

胃=
、吾
(、一δ
聖

男
、

勾
製

造

業

四
、奨

、四
究
・

巽

×伊
銀

行

巣

穴
、四
悪
、力
二七
、

δ
、

ノ

勾
其

他
諸
業
.

(何
れ
も
五
百
萬
圓
以
下
)

馳

柔
・

(



置

其
二

我
邦
笹
葉
視
の
構
造

ラ一
課
税
物
件

㍉

(
)A

其
積
極
的
範
園
1

(
の
が
讐
業
把
る
こ
亡
は
勿
論
で
め
る
が
.
其
讐
業
ε
い
ふ
こ
ざ
に
は
別
に
定
義
を
興

へ
す
、
唯
だ
列
禦
主
義

く

に
よ
り
て
、
之
を
示
し
て
居
る
。
其
は
の
物
品
販
費
業
、
②
銀
行
業
、
③
保
険
業
、
㈹
無
壷
業
、
⑤
金
銭
貸
付
業

㈹
物
品
貸
付
業
、
Gり
製
造
業
、
㈲
運
蓮
葉
、
⑧
倉
庫
業
、
ゆ
運
河
業

.
但
棧
橋
業
、
但
船
舶
碇
繁
場
業
、
岬
貨
物
陸

揚
塁

、
蟹

渠

、
留

暴

、
響

刷
業
、
魍

肇

、
倒
壷

業
、
側
席
纂

、
繋

人
集

、
鬮

運

ラ

ラ

ラ

ラ

ラ

店

業
、
22
周
旋

業

23
代
理
業

、
24
仲
立

業
、

25
問
屋

業
.
26
信
託

業
で
あ

る
。
.

、

く

く

翻

し
其
製

し
た
客

業

に
つ
い
て
は
真
死

べ
て
で
は
な

い
が
、

蔀

の
も
の
に
つ
き
定
義
を
與

へ
て
意

味
を
明

か
に
し
て
居

る
。
其
庭
で

①
物
品
販
費
業
ε
い
ふ
の
は
、

一
定
の
店
舗
其
他
の
管
業
場
を
設
け
物
品
の
卸
費
叉
は

小
費

を
駕
す
者

禽

一
定
の
製
造
場
な
く
職
工
を
使
役
す
る
ξ

な
一
、
原
料
を
供

し
工
銭
を
支
彿
ひ
物
・叩
を
製
造
せ
し
め
て
販

費
す
る
看
、
呵

一
定
の
製
造
場
を
設
け
す
、
物
品
を
製
造
し
て
販
賛
す

る
者
、
㈲
牧
場
に
非
ざ
る
場
所

に
て
飼
料

を
購
求
し
家
畜
又
は
家
禽
を
飼
養
し
、
之
を
費
b
又
は
鶏
卵
、
牛
乳
等
其
産
物
を
販
費
す
る
者
、
㈲
魚
介
類
を
養

殖
し
て
之
を
販
資
す

る
者
、
㈲
動
植
物
其
他
普
通
に
物
品
己
稻
せ
ざ
る
も
の
を
販
壷
す

る
者
を
含
む
)

時

翰

我
邦
の
鍵

難

撃

筆

四
巻

(第
四
號

九
九
)

宍
空

■



眸

論

我
邦
の
管
業
税
な
論
ず

第
十
四
巻

(第
四
號

一
〇
〇
)

六
九
二

偶
金
銭
貸
付
業
及
物
品
貸
付
業
ξ
は
、

一
定

の
店
舗
其
他
.の
瞥
業
場
を
設
け
貸
付
の
業
を
棲
む
者

(普
通

に
物
品
ε
翻
せ
ざ
る
も
の
の
貸
付
を
爲
す
者
を
含
む
)

働
製
造
業
犀
は
、

一
定
の
製
造
場
を
設
け
職
工
勢
役
者
を
使
帰
し
て
物
品
を
製
造
し
又
は
物
品
製
造

の

一
.

部
を
助
成
す
る
者

(
団
瓦
斯
電
気
の
供
給
を
爲
す
者
及
物
品
の
修
理
を
駕
し
叉
は
穀
励
を
精
白
揚
砕
し
叉
は
染
物

を
駕
す
者
を
含
む
。
㈲
製
造
業
者
其
製
造
場
歴
域
内

に
て
樊
篭
品
を
販
費
し
、
及
別
に
瞥
業
場
を
設
け
共
製
造
品

の
卸
責
管
業
を
駕
す
も
物
品
販
質
業
ご
爲
さ
す
)

.

.

一
曲
運
送
業

ご
は
、
運
賃
又
は
手
敷
料
を
受
け
て
旅
客
貨
物
の
運
送
を
寫
し
叉
は
其
取
扱
を
爲
す
者
、

働
鐵
道
業
ご
は
、
私
設
鐵
道
法
、
輕
便
鐵
道
法
、
叉
は
軌
道
條
例
に
よ
り
運
逡
の
業
を
警
む
者

、

働
倉
庫
業

ε
は
、
倉
庫
を
備

へ
て
貨
物
を
預
り
倉
敷
料
其
他
の
名
義
を
以
て
報
酬
を
受
く

る
者
、

①
席
貸
藁
葺
は
、
貸
料
ヌ
は
其
他
の
名
義
を
以
て
報
酬
を
受
け
、
客
室
叉
は
集
曾
場
を
貸
す
者
、

⑤
族
人
宿
業
ε
は
、
飲
食
物
を
供
す
る
ε
否
を
問
は
す
、
旅
客
を
宿
泊

せ
し
め
叉
は
人
を
寄
宿
せ
し
め
る

斉働
料
理
店
業
ご
は
、
客
室
を
設
け
て
飲
食
物
を
販
費
す
る
者
、

ラB
消
極
的
範
園

⑮
よ
記
の
列
塞
・に
漏

れ
π
る
螢
利
事
業
、
例
之
、
膣
師
辯
護
士
特
許
辨
理
士
會
計
士
等
に
し
て

一
定
の
事
務



ゆ所
を
設
け
て
霧

を
探
る
も
の
.
原
墾

業
.
即
農

業
・
園
藝

林
業
・
婆

暴

.
漁
業

破
山
菜

(尤
も
別

に
此

に
謝

し
て
鑛

業
税
あ
b

)
、

ろ

上
記
A
列
暴

瞥
業

に
厨
す

る
者

に
於

て
特

に
除
外

さ
る
る
も

の

(

(

の
其
全
燈
に
共
萢
な
る
も
の
1

新

に
螢
業
を
開
始
す
る
者
に
於
て
其
開
業
年

(
開
業
の
翌
年

よ
り
徴
敗

.
す

る
こ
`
ε
陰
る
。
但
・し
同

一
場
所
に
て
六
箇
月
内

に
前

の
螢
業
者
ε
同

一
讐
業
を
開
始
す

る
も
の
は
某
月
よ
b

徴
牧
す

)、

此
は
笹
葉
の
開
設
を
容
易
な
ら
し
め
、
多
少
此
視
の
産
業
上
の
墜
迫
を
緩
和
し
た
も
の
で
め
る
。

の
各
業
に
就
き
各
其
々
の
除
外
が
あ
る
。

㈲
物
品
販
蟹
業

イ

一
箇
年
の
費
上
金
額
二
千
圓
未
満
の
者

ロ
政
府

よ
り
獲
行
ず

る
印
紙
、
切
手
類
の
費
捌

ハ
自
己

の
採
掘
又
は
採
取

し
た
る
鑛
物
の
販
賢

X二
度
量
衡
の
販
萱

㈲
金
銭
貸
付
業
及
物
品
貸
付
業
一

蓮
韓
資
本
金
額
干
圓
未
満
の
者

侮
製
邉
業
.

-

臼
資
本
金
穎
千
圓
未
満
の
者
久
は
職
工
勢
役
者
を
通
じ
て
三
人
以
上
を
使
用

せ
ざ
る
者

時

論

我
邦
の
璽

難

論
す

第
+
四
巻

(置

號

一
Q
一
)

六
九
三
.

.



時

論

我
邦
の
警
業
粉
々
論
ず

第
十
四
巻

(第
四
號

一
〇
二
)

六
九
四

ラロ
度
量
衡

の
製
作
修
覆

Xハ
費
藥
製
造
者

(
別

に
之

に
謝

し
費
藥
瞥

業
税

み
り
)

㈹
運
蓬
莱
、
印
刷
業
、
爲
眞
業
一

從
業
者
三
人
以
上
を
使
用
せ
ざ
る
者

㈲
請
負
業
-

請
負
金
額

一
箇
年
金
二
千
圓
未
満
の
も
の

の
出
版
業

.

ライ
従
業
者
三
人
以
上
を
使
用
せ
ざ
る
も
の

ロ
新
聞
紙
法
に
依
る
も
の

㈲
席
貸
業
一

建
物
賃
貸
債
啓
首
圓
未
満
の
も
の

σ⇒
族
人
宿
業

ライ
従
業
者
四
人
以
上
を
使
用
せ
ざ
る
も
の

X・
木
賃
宿

ω
料
理
屋
業
-

從
業
者
四
八
以
上
を
使
用
せ
ざ
る
も
の

①
周
旋
業
、
代
理
業
、
仲
立
業
、
問
屋
業
、
信
託
業
、

一
箇
年
報
償
金
額

二
百
圓
未
満
の
も
の

αo
銀
行
業
、
保
険
業
、
倉
庫
業
、
製
造
業
、
.印
刷
業
、
出
版
業
、
運
送
業
、
運
河
業
、
棧
橋
業
、

碇
繋
場
業
、
鍛
造
業
一

は
開
業
の
翌
年
よ
り
省
三
年
間

船
舶

●



ラニ
納
視
義
務
者
1

は
前
記
裸
視
物
件
だ
る
警
策
を
爲
す
者
な
る
こ
ε
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
但
し
北
枕
は
入
梅
で

(な
く
.て
物
税
で
あ
る
か
ら
ω
.同

一
人
が
敷
種
の
聖
業
を
瞥
む
ε
き
は
各
別
に
課
す

る
こ
ご
こ
な
り
②
同

一
人
が
同

種
管
楽
を
撒
多
の
管
業
場
に
て
瞥
む
ε
き
は
④
物
品
販
費
業
、
請
負
業
、
席
貸
業
、
族
人
宿
業
、
料
理
店
業
、
周

旋
業
、
代
理
業
、
仲
立
業
、
問
屋
業
、
信
託
業
は
各
笹
葉
場
毎
に
課
し
、
㈲
其
他
の
笹
葉
に
て
は
資
本
を
庭
介
し

た
る
も
の
は
各
別
に
、
資
本
を
厘
分
せ
ざ
る
も
の
は
合
算
し
て
課
す
。

ラ三
裸
視
標
準
及
税
牽

(
)偉

課
税
標
準
及
税
率
の
排
列

回
物
品
　

…
額錘

醐
饗

建
物
賃
貸
慣
絡

千
分

七
十

、

従
業
者

一
人
毎

二
圓

㈲
撒
灘
鋸

幻
金
銭
貸
付
業

O
物
品
貸
付
業

)
製
、造

業
、
印

に
別

業
、
出

版

(
}栗
、
宿
引豊
洲業

從
業
者
の
丙
職
工
労
役
者

時

論

我
邦
の
営
業
粉
々
論
ず

一{{一
資
本
金
額

建
物
賃
貸
偵
絡

從
業
者

蓮
輌
蒙

金
額

建
物
賃
貸
偵
絡

徒
業
者

資
本
金
額
.

建
物
賃
貸
慣
格

從
業
者

千
分
四
中

千
分
七
十

】
人
毎

二
圓

千
分
六
.

千
.分
七
+

一
人
毎
二
圓

千
分
三

千
分
光
+

一
人
毎

二
圓

一
人
毎
五
+
銭

ぎ

第
+
四
巻

(
第
四
號

一
〇
三
)

六
九
五

.

9



昌

時

論

我
邦
の
瞥
業
視
た
論
ず

運
送

業
、
運
河

資
本
金
額

千
分
玉

詞
業

、
棧
橋
業

、

従
業
者

一
人
毎
二
圓

G
船
舶
碇
繋
湯
葉

貨
物
陸
揚
湯
葉

従
業
者
の
内
職
工
券
役
者

天

毎
五
+
銭

ラへ
倉

庫

(ラε
鐵

道

((ち)
請

負

ラリ
席

貸

M阻
料

理

店

Hる
族

人

()
周
旋
業
、

{種
物
賃
貸
慣
格

千
分
八
†

業
{難

　
職
工勢
響
・林
雑
罪

牧
入
金
額

千
分
二
†

業

{従
業
者

一人
毎
二
圓

従
業
者
の
内
職
工
労
役
者

一
人
毎
五
十
銭

請
賃
金
覆

千
分
四

葉

{従
業
者

一
人
毎
二
圓

從
業
者
の
丙
職
工
勢
役
者

一
人
毎
五
†
銭

建
物
賃
貸
傾
絡

千
分
百
†
五

葉

{従
業
者

一人
毎
二
圓

建
物
賃
貸
債
格

千
分
甘
二
十

業
{從

業
者

一人
毎
二
圓

建
物
賃
貸
概
格

千
分
七
十
五

従
業
者

一
人
毎
二
画

報
償
金
額

千
分
三
†

問
.

一人
毎
二
圓

第
十
四
巻

(第
四
號

}
〇
四
)

六

九
六

/

、

宿

主

.

難

騒

　

此
課
税
標
準
及
税
率
は
業
種
に
よ
り
歴

々
に
な
っ
て
居
る
が
、
其
は
各
業
種

に
よ
り
外
形
的
標
準
ピ
し
て
比
較
的

適
切
な
る
も
の
を
選
み
、
其
の

一
軍
位
に
封
ず
る
牧
盆
の
割
合
を
測
定
し
て
定
め
、
結
局
翌
春
業
の
牧
釜
に
封
ず

閏

叉



る
枕
金

の
割
合
を
均
等
な
ら
し
め
や
う
ご
努

め
π
も

の
で
あ
る
。.

B
課
税
標
準
及
税
率
の
説
明

(

髄

うい
課
税
標
準
に
つ
き

r

,

(
の
課
税
標
準

の
範
園

㈲
建
物
-

直
接
又
臥
間
接
に
瞥
業
に
使
用
せ
ざ
る
も

の
は
除
く
。

㈲
從
業
者
-

楼
業
者
を
除
く
外
十
五
歳
未
満
の
潜
及
瞥
業
者
の
家
族
を
除
く
。

㈲
資
本
金
ー

イ
合
名
曾
肚
合
資
會
耽

に
て
は
、
前
年
中
各
月
末
に
於
け
る
出
資
金
額
、
各
種
の
積
立

く

ヒ

籔

其
他
名
義
の
河
芸

を
趾
は
す
積
立
金
の
性
髪

穿

る
資
産
金
額
及
借
入
金
め
る
毒

は
其
の
出
資
金
額

を
超
過
す
る
金
、額
の
月
割
牛
均

ロ
株
式
會
耽
株
式
合
資
會
就

に
て
は
前
年
中
冬
月
末
に
於
け
る
彿
込
株
式
金
額
、

(

出
資
金
額
及
各
種
の
積
立
金
額
其
他
名
義

の
何
π
る
を
問
は
す
積
立
金

の
性
質
を
有
す

る
資
産
金
額
の
月
割
李
均

う

ご
し
、
保
険
會
肚
に
て
は
保
険
責
任
準
備
金
及
保
険
支
彿
準
備
金
を
除
く

ハ
個
人
に
て
は
他
よ
り
借
入
れ
た
る
ご

否
ご
を
問
は
ず
前
年
中
昏
月
末

に
於
け
る
固
定
資
本
及
運
韓
資
本
の
月
割
卒
均
こ
し
、
銀
行
業
の
み
は
合
名
會
肚

合
資
曾
肚

の
に
依
る
。

偶
課
税
標
準
計
算
の
基
礎
年
-

前
年
の
實
績
主
義
に
依
る
。
.詳
レ
く
い
へ
ば

㈲
壷
上
金
牧
入
金
請

負
金
報
償
金

は
前
年

中

の
縮
額

に
依

る

(前
年
中

に
開
業

し
た

る
も

の
は
豫

算

に

塒

賄

我
邦
の
螢
業
税
な
論
ず

第
+
四
巻

(第
四
號

一
〇
五
)

六
九
七

、

@

9



畔

論

我
邦
の
響
業
粉
々
論
す

第
十
四
[巻

(第
四
號

一
〇
⊥ハ
)

山
八
九
人

影

よ

る

)

㈲
資
本
金
運
轄
資
本
金
建
物
賃
貸
償
格
は
前
年
中

の
雫
均
額
に
よ
る
。

㈲
從
業
者
は
前
年
中
の
各
月
に
於
け
る
最
多
撒

の
季
均
に
よ
る
。

筒
数
種
軽
業
共
通
利
用

に
係
る
課
税
標
準
一

敷
畳
業
中
の
何
れ
か

一
に
就
き
計
算
し
、
其
税
率
異
.る
ε

き

は

重

き

に

從

ふ

。
.

,
.

`

㈲
宥
恕
計
算
-

製
造
業
の
資
本
金
額
が
前
年
の
資
本
金
額
歯

し
二
割
以
上
増
加
し
た
る
ご
き
は
、
其

増
加
額
は
二
年
間
課
税
標
準
よ
り
控
除
す
。

うろ
視
座
・一

特
に
物
品
販
費
業

に
於
け
る
曹
ハ上
金
に
勤
す

る
も
の

く

ヒ

①
卸
貧

小
萱
共

に
甲

の
税
率

を
適

用
す

る
も

の

は
米
、
嬰

、
豆
、
石
油
、
肥
料

、
櫨

、
煙
草

.
薪
炭

を
販

賛
す

る
も
の

,

②
卸
費

に
て
は
中
小
費

に
て
は
乙
を
適
用
す

る
も

の
は
繭

、
白
縄

縣
、
白
絹
布

、
棉

花
、
綿

、
自
綿

繰
、

白
綿

布
、
白
鷹
締

、
白

鷹
布
、
紙

、
萎

程
遣
八田
、
賦
眞

出
、
・経

木
眞

田
、
花

筵
、
砂
糖

、
夢
粉

、
燐

寸
、
銅
鍋

鐵

地

を
販
贅
す

る
も

の

.

㈲

卸
費
小
費
共
に

乙
を
適
用

す

る
も

の
は
其
他

の
も

の

四
納
期
i

普
通
は
左
の
二
期
ε
し
、
た
雪
腹
業

の
場
合
に
は
即
納
せ
し
む
る
。

(



.

第

一
期
」

其
年
六
月

一
日
よ
り
三
十
日
限
リ
ャ

舞
二
期
一

真
年
+

一
月

百

よ
り
三
+
日
限
り
、

ラ五
賦
課
手
績

(
)値

義
務
者
の
申
告
i

義
務
者
は
毎
年

一
月
末
日
迄
に
笹
葉
名
及
裸
視
標
準
を
詳
記
し
だ
る
申
告
書
を
政
府
に

提
出
す

る
。
新
規
開
業
者
、
磨
業
者
は
開
業
叉
は
磨
業
の
際
に
之
を
爲
す
。

ラCB
政
府
の
調
査
-

挽

衿
署
長
は
右
岸
告
を
参
照
し
各
義
務
者

に
閲
す

る
調
査
を
籍
す
。
牧
税
官
吏
は
瞥
業
に

閲
す

る
帳
鐙
…、
物
件
を
検
査
し
叉
は
管
業
者
に
質
問
を
爲
す
を
得
u

ラC
調
査
委
員
會
の
調
査
.1

署
長
鳳
前
記
の
調
査

を
、
税
務
署
毎
に
置
か
れ
把
る
民
選
の
委
員
會
に
付
議
す
。

MD
政
府
の
決
定
一

原
則
ご
し
て
は
税
務
署
長
は
委
員
會
の
決
議

に
基
き
て
決
定
す
る
も
、
五
月
三
十

一
日
迄

(
に
委
員
曾
成
立

せ
ざ
る
ε
き
、

一
足
期
限
内

に
調
査
結
了
せ
す
し
て
調
査
未
済

の
も
の
あ
る
ご
き
、
委
員
會
の
決

議
を
不
當
ご
認
め
再
調
査

に
付
し
傍
其
決
議
を
不
當
ε
認
む
る
ε
き
又
は
再
調
査
に
付
し
た
る
日
よ
b
七
日
以
内

に
調
査
結
了
せ
ざ
る
ε
き
、
委
員
會
閉
雪
後
義
務
み
る
こ
ε
を
申
出
で
陀
る
ご
き
は
税
務
署
長
は
職
椹
を
以
て
決

定
す
。

、

偉
政
府

の
通
知
一

右
の
決
定
は
義
務
者
に
通
知
す
。

六
救
済

く

塒

輪

栽
邦
の
管
渠
税
々
論
ず

第
+
四
巻

(第
四
號

一
Q
七
)

六
九
九



'

時

論

我
邦
の
醤
業
税
々
論
ず

第
十
四
巻

(第
四
號

一
〇
八
)

七
〇
〇

ラ偉
減
損
更
訂
一

各
課
税
標
準
額
が
決
定
さ
れ
た
る
額

の
二
分

一
に
達
せ
ざ
る
ご
き
は
、
翌
年

一
月
中
に
之
を

求

む
る
を
得
9

ラω
審
査
i

義
務
者
、
政
府
の
通
知
し
た
る
課
税
標
準
に
異
議
あ
る
ご
き
は
、
通
知
を
受
け
た
る
日
よ
り
二
十

日
以
内
に
政
府
に
申
出
で
審
査
を
求
む
る
を
得
。
政
府
は
各
税
務
監
督
局
毎
に
置

か
れ
た
る
宇
宿
孚
民

の
審
査
委

員
會
の
議
に
よ
り
之
を
決
定
才
。

佃
訴
願
行
政
訴
訟
-

右
に
野
し
荷
不
服
な
る
ε
き
之
を
許
す
。

扮
罰
則

一
)値

申
告
を
爲
さ
す
若
く
は
虚
傭

の
申
告
を
駕
し
叉
は
故
意
を
以
て
帳
簿
の
記
載
を
怠
b
若
く
は
虚
偏
の
記
載
を

駕
し
た
る
も
の
は
科
料
に
威
す
。
-

ω
本
税
を
通
脱
し
π
る
も
の
は
罰
金
灰

は
科
料
に
威
す
。

㏄
調
査
又
は
審
査
に
蓼
興
し
だ
る
者
共
に
干
す
る
事
項
を
他

に
漏
洩
し
た
る
ご
き
は
罰
金
叉
は
科
料
に
庭
す
。

-
第

二
段

我
邦

替
業

税

の
批

評

其

一

我
邦
瞥
葉
枕
の
長
所

我
郵
の
管
業
視
は
復
命
理
想
的
に
良
い
税
ピ
い
ふ
程
で
な
く
ε
も
、
萬
更
ら
棄
て
た
も

の
で
は
な
く
、
若
干
の

死

.

ρ



,

長
所

を
も

つ
。
先

.今

一
公
干
魚
推
上
1

か
ら
し
て
は
、
間

々
此
が
都
會
商
工
業
者
の
負
捨
ε
し
て
農
村
民
に
劉
す
る
地
租

蓬
祖
並
ん

(で
負
措
の
均
衡
を
圖
b
つ
、
所
得
税
を
補
完
す
る
両
翼
視
た
る
の
艦
を
成
す

ξ
も
.い
は
る
る
が
、
併
し
其
は
輩
に

外
見
上
の
負
澹
公
卒
に
止
ま

っ
て
、
細
察
す

れ
ば
む
し
ろ
其
黙
は
長
所
・し
い
ふ
べ
き
も
の
で
な
く
て
映
黙
に
数
ふ

べ
き
も
の
円
い
ふ
の
が
正
し
い
。

うに
財
政
吸
入
上
i

に
は
共
牧
人
可
な
b
豊
富
で
あ
り
、
且

つ
特
に
其
課
税
標
準
が
鬮
運

の
進
展
、
商

工
業

の
隆

昌

`
共

に
益

々
増

加
す

る
も

の
で
あ
る

か
ち
、
其

牧
入

の
盆

々
増
進

す

る
大
勢

に
在

っ
て
、
随

て
増

加

し
で
止

ま

ざ

る
の
財
政
需
要

に
慮
す

る
に
足

る
。
洵

に
好
箇

の

一
財
源

ε

い
ふ
を
得

る
。

,

ラ三
課
税
技
術
上
i

に
は
此
が
頗
る
苦
情
多
く
面
倒
な
も
㊨
ε
い
ふ
こ
ε
は
あ
る
け
れ
ざ
も
、
而
も
兎
も
角
、
我

(國
の
は
凋
逸
主
義
に
依
ら
す
し
て
佛
國
主
義

を
探
り
、
牧
盛
典
も
の
に
依
ら
な
い
で
、
牧
盆
を
示
す

べ
き
外
形
標

準
に
依

っ
・て
居
る
か
ら
、
螢
業
牧
盆
て
ふ
元
来
調
査
の
困
難
な
も
の
を
知
る
`
し
て
は
實
は
割
合
に
容
易
な

る
を

得
て
居
り
、
此
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
所
得
税
も
が
糖
葉
所
得
の
調
査
に
つ
き
非
常

に
困
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
い

ふ
謹
岬
で
、
つ
ま
り
瞥
業
税
に
於
け
る
調
査
が
鱗
葉
挽
其
も
の
の
基
礎
`
な
る
の
み
な
ら
す
、
所
得
税
に
於
け

る
瞥

業
者
關
係
の
所
得
を
調
査
す
る
の
櫨
庭

オ
な

っ
て
居
る
。
で
営
業
者
の
此
税
に
勤
す
る
苦
情
の
多

い
だ
け
牧
税
上

に
は
大
切
で
あ
る
。
常
業
.者
は
之
に
謝
し
て
苦
情
を
い
ふ
が
、
若
も
此
な
く
し
て
所
得
税
の
み
で
あ
っ
た
ら
、
瞥

時

論

我
邦
の
警
業
疏
々
論
す

第
十
四
巻

(第
四
號

一
〇
九
V

七
〇
一

`



時

認

識
邦
の
螢
業
税
葎
論
ず

第
+
四
巻

(第
四
號

=

0
)

七
〇
二

業
所
得
に
っ
き
て
は
更
ら

に

一
層
大
な
苦
情
も
が
生
じ
た
で
あ
ら
う
。
所
詮
醤
業
者

の
所
得
な
り
牧
盆
な
り
は
隠

匿
さ
れ
易
き
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
し
て
瞥
業
者
の
心
理
状
態
が
特
に
得
を
翼
ひ
失
を
好
ま
ざ
る
念
慮
の
強
烈
な
も

の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
に
關
す
る
の
税
に
は
苦
情
は
附
き
物
ε
見
て
一具
い
。

其
二

我
邦
替
業
税
の
短
所
及
其
救
済
策

我
邦
の
螢
業
視
に
は
色
身
の
黙
に
於
て
敵
黙
が
あ
る
。
先
づ

ゲ一
公
孕
負
捨
土
ト

に
は

〔
一A

此

ご
並
行
す

る
税
種
の
組
合
上
の
映
難
が
あ
る
。
即
ち

ー
ーい

此
視
が
時
ε
し
.て
農
民
に
封
ず
る
地
租

ご
の
均
衡
上
意
義
あ
る
が
如
く
に
解
せ
ら
る
る
が
、
果

し
て
然
る

(

や
疑
問
で
め
る
。
ご
い
ふ
の
は
地
租
は
農
民

に
の
み
な
ら
ず
鞍
業
者
に
も
課

せ
ら
れ
、
其

れ
も
管
業

者

に

て

は

仲
居

用

の

土

地

の
み

に
地
租
の
か
か
る
の
で
あ
れ
ば
農
民
の
住
宅
用
の
土
地
に
か
か
る
ぢ
の
ε
均
衡
を
得
る
が

瞥
業
者
の
轡
業
用
の
土
地

に
も
地
租
が
か
か
り
居
る
其
上
に
も
瞥
業
税
が
別
に
課
せ
ら
れ
、
而
か
も
農
民
に
は
農

用
土
地

に
地
租
を
課
せ
ら
な
る
上
に
別
に
農
業
纒
鞍
視
を
取
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
斯
く
税
目
か
ら
見
る
ε
管

業
者
の
方
が
通
常
に
重
く
負
撫
し
て
居

る
や
う
で
あ
る
。
特
に
農
業
者
の
多

・
は
我
邦

に
て
は
小
規
摸
の
が
多

い

か

・
、
.所
詮
農
業
税
を
取
る
ご
し
て
も
管
楽
視
に
於
け
.る
冤
視
勲
以
下
の
も
の
ε
同
様

に
免
除
さ
る
る
も
の
が
多

《
な
ら
.,
が
、
其
に
し
て
も
少
傲

か
は
知
ら
組
が
大
規
模

の
農
業
者
は
轡
業
者

ε
劃
比
し
て
は
地
租
の
み
を
慣

ふ

■



」

で
特
業
税
を
負
は
諏
こ
い
ふ
こ
・し
が
あ
を
α
故
に
些
細
な
が
ら
兎
も
再

一
の
不
公
平
は
あ
る
ぴ
尤
も
統
計
的
に
考

察
し
て
見

る
ε
大
醗
上
は
そ
ん
な
に
農
業
者
蓬
商
工
業
者

蓬
の
問

に
不
均
衡
な
負
澹

ε
は
な

っ
て
居
ら
ぬ
。
此
に

っ
き
調
査
し
た
材
料
を
も

つ
が
、
其
を
弦
に
公
表
す

る
こ
ご
は
遠
慮
す

る
け
れ
こ
も
、
結
論
だ
け
を

い
へ
ば
農
業
者

は
商
工
業
者
に
比
し
て
其
育
つ
所

の
財
産
久
は
資
本
を
標
準

ε
し
て
見
れ
ば
、
割
合
に
輕
き
負
櫓
を
爲
す
、こ
ε
に

な
り
、
所
得
か
ら
見

る
ご
割
合
に
重
き
賃
捲
を
為
す

こ
ε
ぜ
な
る
。
そ
し
て
之
を
華
均
し
て
見
れ
ば
大
禮

に
於
て

均
衡
を
得
て
居
る
。
或
は
真
庭
で
所
得
の
關
係
か
ら
見
て
割
合
に
重
く
な

っ
て
居
み
の
を
指
し
て
農
庚
過
重
負
措

ピ
い
ふ
か
も
知
ら
の
が
、
併
し
確
實
安
定
の

一
層
大
な
農
業
者

`
其
比
較
的
小
な
る
替
業
者
蓬
で
は
、
此

の
加
き

差
等
の
存
す
る
の
は
、
そ
ん
な
に
不
適
當
ご
は
い

へ
な

い
。

句
斯
く
瞥
業
視
は
地
租
こ
の
關
係
上
に
些
少
な
が
む
不
公
孕
ε
い
ふ
べ
き
も
の
が
め
る
が
、
荷
ほ
日
本
の
牧

谷
枇
豪

屋
税
資
本
私
子
視
を
映
嘉

薦
め
に
他
の
不
公
李
が
存
す
る
。
屋
圭
や
證
券
所
有
主
等
は
本
來
は
瞥
業

者
よ
り
も
重
き
負
憺
を
寫
す

べ
き
も
の
で
あ

る
の
に
、
却

っ
て
彼
等
が
所
得
税
の
み
負
櫓
し
て
牧
盆
枕
を
負
は
澱

`
い
ふ
の
は
、
所
得
税
の
外
に
瞥
業
視
を
負
ふ
所

の
瞥
業
者
の
負
推

"
比
し
て
は
均
衡
を
得
な

い
。

ラ
ラ

そ
し
て
古

い
ろ
の
訣
黙
を
矯
正
す
る
爲

め
に
は
、
現
在
の
笹
葉
税
及
地
租
の
外

に
資
本
利
子
税
家
屋
税
を
設
け
且

(
(

つ
管
楽
視
に
て
原
始
産
業
.を
も
其

「
定
免
視
黙
以
上
の
も

の
に
課
税
す

る
こ
ピ
、
す

る
の
が

↓
案
で
あ
り
、
從
來

の
地
租
瞥
業
税
を
腹
止
し
て
別

に
土
地
家
屋
憐
業
資
本
等

の
所
得
に
饗
し
特
別
所
得
税
を
設
く

る
も

一
案
で
あ
り

,
時

論

翰
邦
の
響
業
税
な
論
ず

・
第
十
四
巻

(第
四
號

一
一
ご

七
〇
三

.



時

論

我
邦
の
醤
業
視
た
論
ず

第
+
四
巻

(第
四
號

=

二
)

七
Q
四

更
ら
.に
或
は
均
し
く
地
租
讐
業
税
を
腹
止
し
て
財
産
枇
を
設
く
る
も

一
案
で
め
る
。
此
三

の
中
の
何
れ
を
探

る
か

は
別
に
研
究
す

る
を
要
す

る
。

瑚
螢
業
挽
其
も
の
に
於
け
る
鉄
黙

(
の
課
視
標
準
の
外
形
的
標
準
に
依

る
こ
ご
が
各
業
の
牧
盆

の
大
小
に
適
慮
す
み
や
に
疑
問
を
坐
す
る
。
此
に

く

不
公
李
負
撫

ε
な
る
可
能
は
確

か
に
あ
る
。
例
之
、
萱
上
金
額
の
大
小
に
よ
る
ε
い
ふ
て
も
、
其
人
な
も
の
が
必
ず

し
も
其
小
な
も
の
よ
b
も
牧
盆
大
ε
は

い
へ
な

い
。
固
よ
り
視
法
に
は
利
益

の
比
較
的
大
な
も
の
ε
小
な
も
の
ご

で
匪
別
し
て
率
を
異
に
し
て
居

る
か
ら
其
れ
だ
け
で
は
多
少
公
孕

に
近

い
が
、
併
し
此
の
如
き
匿
別
其
も
の
が
精

密
な
も
の
で
は
な
く
、
極
大
膿

の
見
當
を
附
け
π
に
止
ま
り
、
加
之
同

一
讐
業
に
っ
,い
て
見
て
も
萱
上
金
の
多
き

ε
き
に
少
き
ε
き
ょ
り
も
利
谷
大
ε
は
限
ら
ぬ
。
同
量
に
っ
き
時
ざ
し
て
は
耳
利
を
擧
げ
、
時
ご
し
て
は
小
利
し

か
傳
ら

れ
す
、
更
に
時
こ
し
て
は
損
失
に
蹄
す
る
こ
ε
す
ら
あ
る
。
費
上
金
高
が
牧
盆
の
大
禮

の
目
安
に
は
な
る

が
、
精
密
な
も
の
で
は
な
い
。
請
負
金
額
な
ご
に
つ
い
て
も
略
ぽ
同
車
が
い
へ
る
。
資
本

金
額
に
至
て
は
此
も
牧

盆
を
判
断
す
る
に
於
て
精
密
な
謹
擦
で
は
な

い
。
大
な
資
本
を
有
ち
な
が
ら
小
牧
釜
し
か
得
ら
@
ず
、
小
資
本
に

て
大
利
釜
の
得
ら
る
」
こ
ε
も
あ
b
、
同

一
瞥
.業
に
て
も
同

一
資
本
に
て
聴
ご
し
て
大
利
盆
、
時
ざ
湿
て
小
利
盆

を
擧
げ
、
此
資
本

に
よ
り
て
は
牧
盆
の
大
禮

の
目
安
し
か
得
ら
れ
組
。
建
物
賃
貸
僧
格
、
従
業
者
亦
π
黙
り
で
あ

る
。
報
償
金
額
や
牧
人
金
額
に
な
を

鍛
程
敢
然
に
近

い
も
の
羨

は
る
義

合
を
も
つ
が
、
其
で
も
世
業
費

の

"



大
小
井
に
攣
化
に
よ
b
妨
げ
ら
る
》
を
免
れ
鳳
。
斯
く
此
等
の
標
準
は
標
準
其
も
の
が
既

に
若
干
不
必
中
な
も
の

で
あ
る
が
、
其
上
に
捕
捉
が
多
少
困
難
で
隠
匿
が
多
少
行
は
る
＼
爲
め
に
も

一
層

の
不
公
季
`
な

る
。
賃
貸
償
格

や
從
業
者
は
ま
だ
比
較
的
隠
匿
難
の
も

の
で
あ
る
が
、昌

其
れ
で
も
倚
盧
偏
申
告
を
行
ふ
飴
地
が
め
る
。
資
本
金
に

な
る
ε

一
層
行
は
れ
易
く
、
費
上
金
牧
入
金
等
に
な
れ
ば
更
ら

に

　
履
行
は
れ
る
。、
斯
く

い
ふ
て
し
ま

へ
ば
此
標

準
は
駄
目
ざ
い
ふ
こ
ε
に
な
る
が
、
併

し
更
に
考
直
し
て
見
る
ご
、
此
外
形
標
準
を
止
め
て
替
業
所
得
叉
は
牧
盆

を
見

る
こ
ε
、
し
て
も
、
其
も

の
自
身
は
公

雫
負
捲
上
望
ま
し
い
に
し
て
も
、
其
を
捕
捉
す

る
こ
ビ
が
到
底
不
可

能
に
近
く
、
少
く
こ
も
鯨
程
⊥
ハ
つ
か
し
く
、
若
も
管
業
課
税
を
牧
盆
叉
は
所
得
に
依

る
こ
ご
》
す
る
な
ら
ば
管
業
.

者
の
隠
匿
逋
脱
は
非
常
に
大
ε
な
り
殆

ん
ざ
手
の
着
け
や
う
の
な

い
こ
ε
に
な
る
で
あ
ら
う
。
即
ち

一
層
公
平
課

税
を
得

ん
こ
し
て
却
て
結
果
に
於
て
は

一
層
不
公
子

に
も
な
り
得
る
。
で
少

く
こ
も
此
管
業
の
庭
を
見

る
ご
、
所

得
穐
の
外
に
何
か
所
得
以
外
の
表
現
的
な
課
税
標
準
を
以
て
補
完
視
を
佑
り
た
し
ご
い
ふ
こ
`
`
な
る
。
此

の
如

咳

き
も
の
の

一
は
財
産
で
あ
り
、
他
は
從
來
の
螢
葉
枕
に
用
ゐ
ら
れ
π
る
如
き
外
形
標
準
ε

い
ふ
こ
ご
に
な
る
。
即

ち
管
業
牧
盆

の
特
別
課
視
ε
な

る
ざ
特
別
所
得
税
に
往
き
難
き
も
分
が
あ

っ
て
、
財
産
税
を
探
れ
ば
別
で
あ
る
が

然
も
な
け
れ
ば
從
來
の
世
業
枇
を
存
置
し
、
不
完
全
な
が
ら
外
形
標
準
を
襲
用
す

る
.こ
ご
.蓬
な
る
。
然
る
て
き
は

之
を
探

る
窪
し
て
如
何
に
之
を
改
正
す

る
か
が
次
の
問
題

ξ
陰
る
。
此

に
っ
き
私
は
ω
嘗
て
賃
貸
儂
格
の
み
に
て

仕
.組
ん
で
は
何
う

か
ざ
提
案
し
た
こ
ε
も
あ
る
が
弔
其
は
あ
ま
り
急
激
な
愛
化
で
あ

る
か
ら
、
強
み
て
主
張
も
せ

時

論

我
邦
の
瞥
業
穐
な
論
ず

第
十
四
巻

(第
四
撹

一
=
一一)

七
Q
五

`

9
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時

論

我
邦
の
螢
業
税
々
論
ず

第
+
四
巻

(第
四
號

=

四
)

七
〇
六

弧
。
特
に
其
は
国
税
陀
お
牧
盆
挽
冠
し
て
家
屋
枕
な
く
、
輩
に
地
租
管
楽
枕
の
み
の
存
す
る
こ
ご
を
假
定
し
陀
案

で
あ
り
、
若
も
地
租
螢
業
挽
を
存
置
し
て
挽
割
改
革
を
行
ふ
ε
な
れ
ば
、
勢

ひ
別
に
資
本
利
子
視
家
屋
税
が
新
設

さ
れ
る
.で
あ
ら
う
し
、
然
る
ご
き
は
此
案
の
前
提
を
失

ふ
こ
ε
ε
な
る
か
ら
、
此
案
が
強
く
主
張
し
得
ざ
る
こ
ご

ざ
な
る
。
働
庭
で
犬
蕨
省

に
て
多
年
調
査
し

つ
〉
め

っ
た
案
で
は
、
此
従
孫
の
標
準
の
組
合

せ
を
多
少
憂
更
し
、

各
業
に
適
切
な
も
の
を
配
當
し
て
改
正
を
行
は
う
ε
い

」ふ
の
で
あ
る
。
今
其
の
詳
し
き
も
の
を
.爪
す

こ
ε
を
憚
る

が
、
大
膿

の
骨
子

は
圃
建
物
賃
貸
慣
幣
が
多
く
の
讐
業
に
て
管
業
牧
盆
の
大
小
を
計

る
標
準
ご
し
て
適
切
な
ら
す

ご
認
め
、
席
貸
業
、
料
理
屋
業
、
族
人
宿
業
の
如
き
其
賃
貸
儂
格

ε
瞥
業
牧
盆
ε
の
關
係

の
人
な
る
特
殊
管
渠
の

外
は
之
を
課
税
標
準
中
よ
り
除
く
こ
ξ
ゆ
し
、
倒
伺
右
三
の
建
物
賃
貸
償
格
.の
獲
る
所
の
管
楽

に
て
も
、
其
ご
従

業
者
敬

ご
の
み
で
は
不
満
足
故
、課
税
標
準
の
中
に
今

一
つ
敗
入
金
を
加

へ
る
。㈲
ス
鋤
く
し
て
建
物
賃
貸
儂
格
を

除
か
れ
た
管
業
の
中

に
つ
き
、
倉
庫
業
に
は
特
に
其
代
り
に
資
本
金
を
持
家
る
。
㈹
物
品
販
質
業
の
費
上
金
は
現
行

注
で
は
部
費
小
鬢
共
に
甲
乙
に
匠
介
し
て
別
異
視
率
を
課
し
て
居

る
が
、
今
度
は
卸
萱
を
甲
乙
丙
に
三
分
し
、
且

つ
卸
萱

ご
小
賞
ご
の
税
牽
の
差
を
少
く
し
、
瞥
叢
種
目
の
部
麟
を
多
少
修
正
す
る
。
㈲
資
本
金
の
計
算
上
從
來
の

掬
込
資
本
金
積
立
金
等
の
外

に
、
肚
債
借
入
金
銀
行
預
金
保
険
責
任
準
備
金
な
ざ
の

一
部
を
も

一
定
割
合
に
計
算

す

る
ε
い
ふ
の
で
あ
ε
。
多
分
此
改
正
で
も
行
は
れ
た
な
ら
ば
、
今
日
よ
り
は
大
艦

一
層
公
雫

こ
な
ら
う
。
伺
ほ

ω
其
外
に
、
現
行
注
で
は
製
邉
業
者
の
資
本
金
が
前
年
の
資
本
金
に
比
し
二
割
以
上
増
加
し
た
る
場
合

に
、
其
増

F



・

加
譜
額

に
謝
し
二
年
間
課
税
標
準
よ
り
控
除
す
る
こ
ど
ε
な

っ
て
居

る
が
、
此
は
恐
ら
く
ば
工
業
を
重
く
見
て
、

共
振
張
獲
展
を
容
易

ご
し
奨
踊
す

る
趣
旨
に
て
出
家
て
居
い
、
其
趣
旨
は
産
業
政
策
上
是
認
す
る
ε
し
て
も
、
其

増
加
割
合
の
二
割
は
少

き
に
失
す
る
し
、
又
庇
増
加
額

の
全
部
を
控
除
し
て
は
其
額
未
満
の
増
加
を
篤
し
把
も
の

己
の
権
衡
上
は
過
大
な
宥
恕
ε
な
る
か
ら
、
む
し
ろ
増
加
資
本
金
が
前
年
の
よ
り
も
五
割
以
上
に
當

る
場
合

に
、

.

其
五
割
を
超
過
す
る
額
の
み
を
控
除
す

る
の
が
穏
當
ε
霧

へ
ら
る
る
。

う

ろ
課
税
物
件
在
る
管
渠
1

に
つ
い
て
は

(
の
楼
業
視
を
存
す
る
以
上
は
前
に
も

い
ふ
如
く
原
始
産
業
を
も
含
め
て
然

る
べ
き
で
あ
り
、
企
業
的

に
維

腰

さ
る
る
以
上
は
讐
師
辯
護
士
等
や
娯
樂
興
業
、
揚
屋
理
髪
菜
箸

に
も
課
税
す
る
こ
著

し
て
當
然
ε
考
ふ
る
。

②
其
れ
か
ら
瞥
業
税
が
存
置
さ
る
る
以
上
は
、
從
來
は
費
藥
製
造
業
者
は
萱
藥
管
楽
視
を
課

し
て
瞥
業
税

を
冤

「じ
て
居
た
が
、
前
者
を
廃
止
し
て
、
警
乗
視
中
の
製
造
業

の
中
に
て
課
す
る
の
が

　
層
公
平
ご
考

へ
ら
る
る

從
來

の
萱
葉
替
業
税
は
大
麟
業
者

に
有
利
で
あ
り
小
皆
業
者

に
不
利
で
あ
っ
て
.
不
公
李
で
も
あ
り
反
祉
會
魯
で

・
も
あ

っ
た
。
・政
む

べ
き
で
あ
.る
。

③
金
銭
貸
付
業
蓬
物
品
貸
付
業
ε
は
、
別
に
資
本
利
子
税
が
出
來
る
な
ら
ば
む
し
ろ
之
に
任
か
し
て
瞥
業

税
の
中
よ
り
除
く
の
が
適
當
で
あ
ら
う
。
此
等
に
.て
は
其
螢
業
的

に
行
は
る
＼
も
の
ε
然
ち
ざ
る
も
の
ξ
の
麗
別

が
困
難
で
、
叉
若
し
眠
て
之
を
歴
別

し
や
う
ε
す
れ
ば
響
業
的
な
る
`
井
管
渠
的
な
る
ε
.の
間
に
、
め
ま
り

に
大

時

論

競
邦
の
螢
業
粉
々
論
ヂ

第
十
四
巻

(第
四
號

[
「
.五)

七
〇
七
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時

論

r我
邦
の
螢
業
視
た
論
ず

第
十
四
巻

〔第
四
號

「
「
六
)

七
〇
八

な
負
婚

の
.相
違

を
生
す

る
の
不
公
季

が

あ

る
つ
本
來
此
程

の
も

の
は
假
令
瞥

業
的

に
行
は

れ
て
も
、
人
的

分
子

に

依

る
こ
ざ
の
少

き
も

の
で
あ

る
か
ら
、

む
し
ろ
非

螢
業
的

の
も

の

ご

一
緒

に
資
本
利
子
税

の
庭

に
て
課
す

る
が
至

當

で
あ
ら
う

。

は
冤
税
黙
一

は
経
済
界
の
進
歩
に
考

へ
て
多
少
こ
も
引
⊥
る
こ
ε
が
至
當
で
あ
ら
う
。

に
課
税
標
準
計
算
上
前
年
の
實
績
に
依

る
の
主
義
1

は
其
年
の
螢
業
敗
盆
に
俘
は
す
ε
も
い
は
る
》
が
、

併
し
此
は
他
方
に
減
損
更
訂
の
認
め
ら

る
Σ
以
上
は
必
ず

し
も
不
當
で
は
な
い
。
之
に
代
る
べ
き
豫
算
主
義

に
て

は
通
脱
を
多

か
ら
し
め
て
始
末

に
終

へ
ざ
る
こ
ε
、
な
る
。
之
に
比
す
れ
ば
假
令
前
年
主
義
の
爲
め
に
多
少
最
近

の
事
實

ざ
異

る
こ
ε

、
な

っ
て
も
、
其
位
は
已
む
を
得
漁
。
前
年
好
況
で
其
年
に
不
況
で
あ

っ
た
場
合
の
如
き
に

は
義
務
者
に
於
て
納
税
上
大
に
困
る
か
も
知
ら
の
が
、
其
は
夫
の
減
損
更
訂
に
か
Σ
ら
ぬ
程
度
の
も
の
で
め
る
以

へ

上
は
、
義
務
者

に
於
て
相
當
用
意
を
臠
し
て
置
け
ば
避
け
得
ら
る
、
。

ラニ
財
政
吸
入
上
一

に
は
此
瞥
業
視
が
楼
業

ご
い
ふ
特
殊
の
方
面
の
み
に
課
せ
ら
る
」
も

の
で
あ
る
か
ら
、

「
朝

(事
あ
る

ご
き
必
要

に
癒

じ
て
之

に
増

牽
す

る
こ
す

れ

ば
負

憺
を
偏
重
な
ら

し
む
る
の

で
避

く

べ
き
所

以
の
も

の
が

あ

る
。
且

つ
共
課
税
標
準

が
外

形
的
標

準
で
め
り

、
其

収
入
に
翻

す

る
も

の

に
て
も
純

牧
人

に
あ

ら
す

し
て
穂
牧

人

に
依

る
こ
ご

＼
な

る
か
ら
、
既

に
在

來
の
負
捲

に
多

少
無
理
も

あ
り

叉
不
公
準

も
あ

る
の
で
、
其

上

に
増
摩
す

る
を
避

く

べ
き
所
以

の
も

の
が
あ

る
。
随

ふ
て
此
視

は
牧
人
の
屈
伸
力
を
敏
く

ε

い
ふ
畝

黙

が
め
る
。

「



三
國
民
脛
濟
上
一

に
は
管
業
者
の
質
権
を
加

へ
、
瞥
業

に
煩
累
を
重
皿
る
も
の
故
、
産
業

の
獲
達

〃
阻
碍
す

る

(`
い
ふ
非
難
を
受
く
る
。
併
し
他
面
産
業
の
獲
達
を
阻
碍
せ
な

い
や
う
に
或
度
の
注
意
が
挑
は
れ
例
之
、
螢
業
開

始
後
暫
ら
く
徴
税
を
猶
激
す
る
ε
か
、
工
業

の
振
張
資
本

に
宥
恕
を
行
ふ
ε
か
、
大
騰
工
業
に
は
摩
を
輕
く
す
る

`
か
の
注
意
が
拙
は
れ
て
居

る
以
上
は
、
其
上
の
寛
大
ε
い
ふ
諜
に
も
往
く
ま
じ
く
、
多
少
産
業
を
不
利
に
し
て

も
其
は
已
む
を
得
な
い
。

ラ四
課
税
技
術
上
-

此
挽

に
は
官
民
の
爲
に
紛
争
を
生
す

る
場
合
多
き
の
鉄
黙
が
あ
る
Q
特
に
蛮
土
金
額
ご
賃
貸

償
格

ε
に
は

一
層
苦
情
が
多

い
。
併
し
此
は
元
来
、
瞥
業
者
ざ
い
ふ
利
己
心
強
き
も
の
を
相
手
ξ
す
る
の
で
あ
る

か
ら
已

む
を
得
な
い
。
此
に
於
て
紛
争
が
多

い
が
、
併
し
所
得

に
で
も
依
ら
う
も
の
な
ら
、
荷
更
ら
に
逋
脱
が
多

'
く
紛
争
が
太
し
か
ら
う
ご
思
ふ
。
之
を
避
く
る
の
方
法
ε
し
て
は
㈲
裸
視
標
準
調
査
の
矯
め
に
現
存

の
調
査
委
員

を
利
用
す

る
の
外

、
同
業
組
合
其
他

の
組
合
の
意
見
を
徴
す

る
こ
ε
」
し
、
以
て
官
吏
ε
義
務
者
ε
直
接
折
衝
す

る
機
會
を
少
く
し
㈲
義
務
者
に
就
き
調
査
す
る
必
要
あ
る
ざ
き
は
、
成

る
べ
く
高
等
官
吏
之
に
當
り
親
切
丁
寧
を

旨
ε
し
、
其
の
者
等
の
糠
業
上
の
秘
密
を
漏
洩
す

る
に
劃
し
て
は

一
層
嚴
重
な
る
制
裁
を
定
め
、
㈲
義
務
者
の
申
告

を
怠
る
も
の
、
不
正
申
告
を
爲
す
も

の
に
饗
す

る
制
裁
を

一
層
嚴
重
に
す
る
ε
共
に
、
調
査
の
結
果
を
公
表
す

る

こ
ε
に
依
り
て
も
自
ら
同
業
者
仲
間

の
制
裁
が
行
は
れ
て
義
務
者
を
し
て
不
正
申
告
を
寫
す
を
得
ざ
ら
し
む
る
こ

ざ
が
薦

め
ら
る
ン
。

時

論

我
郵
の
螢
業
税
な
論
ず

.

第
十
四
巻

(第
四
號

一
一
七
)

七
〇
九

'

.


